
令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
十
五
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
、
Ｔ
Ｍ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

大
分
県
臼
杵
市
大
字
佐
志
生
一
三
七
〇
番
地

Ｔ
Ｍ
モ
バ
イ
ル
合
同
会
社

代
表
社
員

赤
嶺

多
聞

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
三
月
五
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
第
四
十
五
号
）

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
台
東
区
台
東
四
丁
目
一
一
番
四
号

三
井
住
友
銀
行
御
徒
町
ビ
ル
六
階

株
式
会
社
ア
イ
テ
ィ
ー
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

代
表
取
締
役

糸
原

賢
二

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
万
七
千
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
荒
川
区
荒
川
八
丁
目
四
番
一
号

合
同
会
社
秋
元
興
産

代
表
社
員

秋
元

雅
好

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
三
百
万
円
減
少
し
三
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
五
月
一
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
小
平
市
花
小
金
井
一
丁
目
六
番
一
三
号

有
限
会
社
角
萬
酒
店

代
表
取
締
役

遠
藤

敏
夫

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
千
五
百
万
円
減
少
し
一
千
万

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
二
丁
目
二
六
番
二
七
号

有
限
会
社
山
本
鉄
工

代
表
取
締
役

山
本

一
徳

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
三
百
万
円
減
少
し
一
千

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
七
番
八
号

Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
秋
葉
原
Ⅳ
二
Ｆ

有
限
会
社
ク
ロ
ワ
・
ド
・
リ
リ
ー

取
締
役

神
崎
健
大
朗

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
二
億
三
百
五
十
三
万
九
千

七
百
六
十
六
円
減
少
し
、
金
一
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
当
社
が
発
行
し
て
い
る
新
株
予
約

権
の
全
部
又
は
一
部
が
、
資
本
金
の
額
の
減
少
の
効
力
発

生
日
ま
で
に
行
使
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
権
利
行
使
に

伴
う
株
式
発
行
に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金
の
額
と
同
額
分

を
合
わ
せ
て
減
少
し
、
最
終
的
な
資
本
金
の
額
を
金
一
千

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
三
十
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
台
東
区
上
野
五
丁
目
七
番
一
一
号

株
式
会
社
P
erp
etu
a
ls.co

m

代
表
取
締
役

小
林

聖

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
五
百
万
円
減
少
し
五
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
二
十
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

岡
山
県
備
前
市
三
石
一
三
八
五
番
地
の
一

有
限
会
社
オ
フ
ィ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

代
表
取
締
役

道
廣

和
男

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
資
本
金
の
額
を
一
億
七
百
二
十
五
万
二
千
二
百

九
十
四
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
一
億
千
六
百
七
十
五
万

二
千
二
百
九
十
三
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、

最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
三
月
六
日

掲
載
頁

一
二
二
頁
（
号
外
第
四
十
七
号
）

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
一
〇
番
一
号
六
本
木

ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー
一
五
Ｆ
Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ｅ

株
式
会
社
ｍ
ａ
ｉ
ｒ
ｕ

ｔ
ｅ
ｃ
ｈ

代
表
取
締
役

大
村

慧

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、資
本
金
の
額
を
二
百
二
十
四
億
五
千
五
万
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
二
百
二
十
四
億
五
千
五
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
一
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
第
二
六
三
号
）

令
和
八
年
三
月
十
三
日

岐
阜
県
大
垣
市
久
徳
町
一
〇
〇
番
地

株
式
会
社
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ

代
表
取
締
役

小
川

哲
史

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
一
〇
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式

の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
八
年
三
月
十
三
日

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
卸
町
五
丁
目
三

五

株
式
会
社
ホ
ン
ダ
カ
ー
ズ
宮
城
北

代
表
取
締
役

松
田
倹
次
朗

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
の
最
終
の
株
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
株
主

を
も
っ
て
、
令
和
八
年
四
月
中
旬
開
催
予
定
の
臨
時
株
主

総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主

と
定
め
ま
し
た
の
で
、
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

名
古
屋
市
東
区
代
官
町
三
五
番
一
六
号

加
藤
化
学
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

貞
男

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目
五
番
八
号
神
宮
前

タ
ワ
ー
ビ
ル
一
四
階

ゲ
ッ
テ
ィ
イ
メ
ー
ジ
ズ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ナ
タ
ー
シ
ャ
・
ギ
ャ
レ
ー
ス

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
二
番
地
三

四
千
代
田
三
信
ビ
ル
八
階

東
芳
紙
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

境

和
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

神
奈
川
県
鎌
倉
市
小
袋
谷
一
丁
目
一
七
三
番
三
号

京
急
交
通
株
式
会
社

代
表
取
締
役

沼
田

英
治
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